
親法人A
親法人A

(旧制度)【連結納税制度】

子法人B

600万
申告

管轄税務署
に個別帰属
額等の届出
書を提出

ダイレクト

600万
納 付

法人Aの口座

連結法人税 600

法人Ａの所轄税務署

子法人C

〇 ダイレクト納付（グループ通算用） ～通算親法人による一括納付～

通算親法人が各通算法人の法人税又は地方法人税を連記式で入力することで一括してダイレクト納付
することができます

※親法人が子法人の申告書を
一括提供することもできます。

300万
申 告

200万
申 告

100万
申 告

親法人A

子法人B

子法人C

法人Ａの所轄税務署

法人Bの所轄税務署

親法人A

法人Aの口座

総額600万
納 付

法人Cの所轄税務署
法人税 300
法人税 200
法人税 １00

銀行への引落依頼は総額ではなく各法人ごとに行います。

親法人が子法人の
納付額を登録します。

ダイレクト納付（グループ通算用）

《ご利用にあたって》
・ダイレクト納付（グループ通算用）を使用できるの
は親法人のみです。
・法人税又は地方法人税のみご利用いただけます。
・事前にダイレクト納付の届出が必要です。


